地域密着型サービス外部評価契約書

　　(以下「甲」という。)と財団法人　秋田県長寿社会振興財団（以下「乙」という。）は、地域密着型サービスの外部評価について、次のとおり契約を締結する。　

（外部評価の対象）

第１条　外部評価は、次の地域密着型サービス事業所について行う。

（1） 名　称：　　
（2） 所在地：

（3） ユニット数及び定員：　ユニット　定員：　名

（外部評価の実施）

第２条　乙は、秋田県地域密着型サービス外部評価実施基準に沿って乙が定め

る外部評価業務実施要領（以下「実施要領」という。）に基づいて外部評価を行う。

２　甲は、乙の行う外部評価に必要な資料を提供するほか、外部評価の円滑な実施に協

力する義務を負う。

（履行期限）

第3条 乙は、平成　　年　月　　日までに外部評価の結果を外部評価報告書により

甲に通知する。

（評価手数料）

第４条　評価手数料は、　　　　　　円とする。　　

２　甲は、評価手数料を、乙から請求のあった日から２１日以内に乙に対して支払うも

のとする。

（甲の解除権）

第５条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができ

る。

（１）　正当な理由がなく、外部評価に着手すべき時期を過ぎても外部評価に着手しな

いとき。

（２）　乙の責に帰すべき理由により、期限内に外部評価を完了する見込みがないと明

らかに認められるとき。

（３）　前２号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達す

ることができないと認められたとき。

２　前項の規定により契約を解除した場合においては、乙は、評価手数料の１０分の１

に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。

３　第１項の規定により契約を解除した場合において、支払済の評価手数料があるとき

は、乙は甲に返還しなければならない。

４　第１項に定める場合のほか、甲は、外部評価の結果の通知があるまでの間は、甲の

都合により契約を解除することができる。

（乙の解除権）

第６条　乙は、甲が契約に違反し、その違反により外部評価を完了することが不可能と

なったときは、契約を解除することができる。

（評価手数料の取扱い）

第7条 第５条第４項及び前条の規定により契約を解除した場合における評価手数料の

取扱いについては、実施要領第11条に定めるところによる。

（守秘義務等）

第８条　乙は、外部評価の際に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

ただし、実施要領第１２条第２項の規定による緊急を要する事項の県への通報につい

ては、この限りではない。

（信義則）

第９条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（疑義等の決定）

第１０条　この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙

とが協議して定めるものとする。

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。

年　　月　　日

甲　住　　所

名　　称

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

乙　住　　所　秋田市御所野下堤５丁目１番１号

名　　称　財団法人　秋田県長寿社会振興財団

代表者名　　　　　　理事長　　中　野　 惠












